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第２２回国土審議会土地政策分科会 

平成３０年５月１５日 

 

 

【益本企画専門官】  お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから第２２回

国土審議会土地政策分科会を開催させていただきます。 

委員の皆様方には、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

私は事務局の国土交通省土地・建設産業局企画課企画専門官の益本でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

本日の委員のご出席につきましては、青山委員、井出委員、谷藤委員、仁坂委員、橋本委員よ

り、ご都合により欠席とのご連絡をいただいておりますが、本日ご出席の委員の皆様により定足

数に達していることから、土地政策分科会が成立していることをご報告いたします。 

続いてお手元の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。上から順に議事次第、座席

表、委員名簿、それから資料が大変多くて恐縮ですが、資料１－１から資料４、参考資料１－１

から参考資料６までご用意させていただいております。資料につきまして不備等ございましたら、

議事の途中でも結構ですので、事務局にお申しつけいただければと思います。 

また、審議の中でご発言いただく際には、目の前にございますマイクのスイッチをオンにして

いただき、ご発言の終了後はマイクスイッチをオフにしていただきますようお願いいたします。 

なお、本日の議事の公開につきましては、冒頭のみカメラ撮り可、会議は非公開、資料及び議

事録につきましては、土地白書の閣議決定後に公表ということにさせていただいております。議

事録は発言者も含めて公表となりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に先立ちまして、田村土地・建設産業局長よりご挨拶を申し上げます。 

【田村土地・建設産業局長】  土地・建設産業局長の田村でございます。今日は委員の皆様に

はお忙しいところ、この土地政策分科会にご出席を賜りまして、本当にありがとうございます。 

本日の議題は、平成３０年の土地白書、それから土地政策に関する最近の動きということで、

幾つかトピックスを用意させていただいております。改めて申し上げるまでもございませんが、

今、日本の仕組みが、基本的に人口増加なりが暗黙のうちに前提となっているようなものもござ

いまして、そういった中でいろいろな制度を見直し、しかもかなり根本に立ち返って見直さなけ

ればいけない課題が非常に多くなっていると思っております。 

後ほど資料もございますけれども、例えばこの審議会に一番関係する最近の話といたしまして、

所有者がわからない土地が増えている、所有者不明土地に関する問題の対応がマスコミ等でも大

きく取り上げられているところでございます。国土交通省におきましては、昨年この分科会に特

別部会を設けさせていただきまして、所有者不明土地の特に利用の円滑化を図るということで検

討し、１２月に中間とりまとめを出していただいております。この中間とりまとめに基づきまし

て、今の国会に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法を提出させていただいて

おりまして、まだ審議は始まっておりませんけれども、近々審議の運びになるよう、今、一生懸

命努力している状況でございまして、ぜひとも今国会での成立を目指したいというところでござ

います。 
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所有者不明土地の解決につきましては、第１弾ということでこの法案を出しましたけれども、

そもそもの登記制度とか、土地所有権の民法にかかわるようなあり方の根本的課題についても検

討を行っていく必要があると思います。引き続き法務省等関係省とも連絡しながら、この場も活

用させていただきながら、検討を進めていきたいと思っております。 

また、ほかの話題といたしまして、１つには地籍整備の問題がございます。これは現在、平成

２２年度からの十箇年計画でやっておりますけれども、平成３１年度に最終年度を迎えるという

ことで、平成３２年度から始まる次期の十箇年計画の策定につきまして検討を行っているところ

でございます。進捗率が非常にはかばかしくありませんで、面積ベースで見ますと５２％ほどし

か地籍調査が進んでいないということでございますが、地籍は土地の戸籍という字を書きますけ

れども、その物理的な形状、面積、境界につきましては非常に重要なデータの集積でございまし

て、これがきちんとできていないということは、先進国の中で日本はそこら辺が非常に立ち遅れ

ているところかと思っておりまして、先ほど申し上げました所有者不明の問題と関連も大いにあ

るということで、重要なテーマであろうかと思っております。 

この機会に委員の皆様方から、さまざまなご意見を賜ればと考えております。本日はどうかよ

ろしくお願い申し上げます。 

【益本企画専門官】  ありがとうございました。 

引き続きまして、今回の分科会の主要議題の１つである土地白書の作成責任者であります北本

政策統括官よりご挨拶申し上げます。 

【北本政策統括官】  政策統括官の北本でございます。本日の議題の１つであります土地白書

を担当してございます。委員の皆様方には、大変ご多忙の中お集まりいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

土地白書はご案内のとおり、平成元年に制定されました土地基本法に基づきまして、毎年国会

に提出することとされておりまして、その際、この土地政策分科会からご意見をいただくことに

なってございます。今年の白書につきましては、後ほど課長から概要をご説明申し上げますけれ

ども、平成２９年度土地に関する動向の中で、例年どおり２つのテーマ章を設けてございます。 

１つは、今年は明治１５０年ということでございますので、明治期からの主な土地政策の変遷

について取りまとめをしてございます。もう一つのテーマ章では、所有者不明土地を取り巻く国

民の意識につきまして、アンケート調査をしておりますので、それをもとに分析等を行っている

ところでございます。 

本日のご審議、どうぞよろしくお願いいたします。 

【益本企画専門官】  それでは、カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、報道関係

の方はご退室を願います。 

以降の議事進行につきましては、分科会長にお願いしたいと存じます。山野目分科会長、よろ

しくお願いいたします。 

【山野目分科会長】  お手元に議事次第をお配りしておりまして、そこでご案内申し上げてお

りますとおり、本日は大きく２つの議題を取り上げることといたしております。 

１つ目が土地白書であり、もう一つが土地政策をめぐる最近の動きについてということでござ

います。 
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早速、（１）の議題、平成２９年度土地に関する動向（案）及び平成３０年度土地に関する基本

的施策について（案）を議題といたします。これについて、土地白書のポイントを中心に事務局

から説明をお願いいたします。 

【須藤企画課長】  企画課長の須藤でございます。 

それでは、土地白書についてご説明いたします。お手元の資料１－１から１－２、１－３まで

が土地白書の関係の資料でございますが、１－１、横長のパワーポイントの「土地白書のポイン

ト」に基づいてご説明したいと思います。 

ページをめくっていただきますと、１ページ目、平成３０年版土地白書の構成ということで、

例年のとおり３部構成になっております。第１部の土地に関する動向のところで、テーマ章を設

けておりますので、第１部について中心にご説明させていただきます。 

ページをめくって、２ページ目でございます。最初に２９年度の地価・土地取引等の動向をま

ずご説明させていただきます。このページでは４つほど表またはグラフを用意しておりますが、

左上は地価変動の推移でございます。地価につきましては、全国平均で見ますと、住宅地が１０

年ぶりに上昇、全用途平均及び商業地が３年連続の上昇といったようなことでございます。その

右については、土地取引件数の推移ということで、近年増加傾向にある。特に東京圏及び地方圏

で微増というような数字になっております。 

左下に移って、オフィス市場ですけれども、都心において空室率が低下している、それから賃

料が上昇しているといったことが読み取れるかと思います。その右、マンション市場でございま

すが、首都圏において平米単価、平均価格ともに高水準で推移しているところでございます。 

３ページ目に移らせていただきます。左上でございますけれども、宿泊業用建築物の着工面積

でございますが、これについては１棟当たりの床面積が近年増加傾向にあるということで、イン

バウンドの増加とか、あるいは東京オリンピックを見据えたこういった着工が増加しているので

はないかとうかがわれるところであります。また、その右ですけれどもサービス付き高齢者向け

住宅、サ高住の登録状況ですが、平成２３年以降、着実に増加しているということ。 

それから左下、Ｊリートでございます。Jリートの投資対象については、近年特に物流施設、あ

るいはホテルなどが増加してきておりまして、多様化がうかがわれるといったところでございま

す。最後のところ、下の右側ですが、土地の資産性に対する国民の意識ということで、土地につ

いて預貯金や株式などに比べて有利な資産かというような質問に対して、「そう思う」という方

が平成２９年度は３０.２％で、これは平成５年の６１.８％のちょうど半分になっております。

土地の資産性に対する意識の変化がかなりうかがわれるところでございます。 

以上が第１部の地価・土地取引の動向でございます。 

次の４ページ目は、テーマ章の１つであります明治期からの我が国における土地をめぐる状況

の変化と土地政策の変遷ということで、本年がちょうど明治１５０年ということで、明治維新以

来の土地政策の背景なり動向を概観したものでございます。 

かいつまんでお話ししますと、明治から今までを大きく６つの時期に分けております。左上の

明治初期ですけれども、土地の私有制度と地租改正がなされたということ。それから、その右側

の明治期から第２次世界大戦ということで、都市人口の増大とそれに対応するがごとく都市計画

制度、あるいは土地区画整理制度といった面的整備も実施されていったということ。 
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さらに右側ですけれども、第２次世界大戦後の戦災復興と土地にかかわる新秩序の形成という

ことで、戦後は農地改革が行われ、自作農が創出された。あるいはその下でございますが、新憲

法のもとで新しい土地収用法が制定された、あるいはシャウプ勧告を踏まえて、固定資産税が創

設されて市町村税となったといった大きな変化がありました。 

上の段の右端ですけれども、昭和２０年代後半から５０年代、まさに高度経済成長期への対応

ということで、国土調査法が制定されて、先ほどもお話がありましたような地籍整備が推進され

てきたということ。それから、国土の一軸一極集中構造、あるいは都市部の住宅需要への対応も

なされてきた。 

下の段に移りまして、左側ですけれども、昭和６０年代から平成１０年代はバブル期、それか

らバブル崩壊後の政策の展開ということでございます。バブルに端を発した地価高騰に対応する

ため、平成元年には土地基本法が制定された。それから、バブル後ということでは、都市再生、

景観とか住環境を重視した土地関連の政策が展開されてきた。 

そして平成２０年代に入りまして、人口減少社会への対応ということで、まさに今は都市のコ

ンパクト化とか、あるいは増大・増加する空き家・空き地対策、さらには都市のスポンジ化、所

有者不明土地問題といったかつては考えられなかったような新たな課題に対応が求められている

ということでございます。 

右側に、１５０年の変遷を踏まえた今後の土地にかかわる政策ということで、４分類にいたし

ております。１つは①で、土地政策、国政全般の改革の一環として土地にかかわる政策が行われ

てきていたということです。２番目として、産業、生活の基盤としての土地にかかわる政策。産

業構造の変化に伴う都市人口の増加に対応するとか、あるいは安全・安心に関する政策、人口減

少社会に対応する政策といったこと。３つ目として、地価高騰に対する政策も行われてきた。４

つ目として、大きな被害を受けた直後の緊急事態、戦争の被害、あるいは大きな災害とかに対応

するための土地の政策が行われてきたといったことを大きく４つに分類して、また今後の対応・

方針を模索しているといったようなところでございます。 

これがテーマ章の１つ、明治１５０年にかかわる土地政策の動向でございます。 

その次がテーマ章のもう一つですけれども、所有者不明土地問題を取り巻く国民の意識と対応

といったことで、今回はアンケート調査をもとに国民の意識を調査して分析しております。真ん

中の右側に、国民の土地に関する意識についての調査結果があると思います。その下に２つ黒ポ

ツでありますが、今回は２つのアンケート調査を実施しております。１つは国民への意識調査で、

全国に居住する２０歳以上から３,０００人を抽出して、面接・聞き取りによって調査しています。

これは土地を所有している、所有していないにかかわらず調査しています。その下が WEB アンケ

ートでございまして、これは利用されていないような土地を所有している方を対象にして、５,０

００人の方から回答を得たものです。 

この２つの調査結果をもとにして今回分析したものですが、まず１つは、土地所有に対する負

担感でございます。所有する空き地に対する負担感ということで、空き地を所有している方の約

５割は、土地を所有することに負担を感じたことがあるというように回答しております。その右

側でございますけれども、所有する空き地の取得経緯と負担感を分けて考えますと、相続によっ

て取得した方が負担を感じたことがあるという割合が５１.４％、相続以外では３８.７％で、相
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続によって取得した方のほうが負担を感じている割合が高いということでございます。 

それから、その下の項目ですが、所有する空き地に関する動向ということで、負担を感じる空

き地について、所有権を手放したいかどうかといったことをお聞きしたところ、空き地の所有に

負担を感じたことがある方のうち約２５％、４分の１の方はその土地の所有権を手放したいとい

うような回答がございました。さらに右側ですけれども、それを手放す場合の費用負担というこ

とで、ただ単に手放すというだけではなくて、約５割の方は手放すためにみずから何らかの費用

を支払ってもよいという回答が得られております。 

次が６ページ目でございますが、土地の所有の責務についてお聞きしたものでございます。国

民への意識調査の対象者のうち、土地所有者は所有する土地について管理を行う義務を負ってい

ると思っている方が８４.９％とものすごく高い割合で、土地を持っている以上はその土地を管理

する責務、義務があるんだという回答が得られております。その右側ですが、同じくアンケート

でお聞きしたところ、約８割の方は土地の所有権の放棄を認めてもよいというような回答が得ら

れております。７６.６％が放棄を認めてよいと。その方の内訳ですけれども、一定の費用を支払

えば認めてよいという方が５９.３％、費用を支払うことなく認めてもよいというのが４０.７％

で、所有権を放棄するという以上は一定の費用を支払えば認めてもよいのではないかという方が

約６割いらっしゃるということです。 

 それから、最後に土地所有者情報の開示ということで、国民への意識調査の対象者のうち約３

割の方が土地の所有者情報は誰でも簡単に取得できるよう一般に開示されてもよいと回答してお

ります。一般に開示されてはいけないという方が約半数の４９.６％でございます。この方々、一

般に開示されてはいけないという回答をした方のうち、条件つきで、例えば行政機関、地域の自

治会に開示してもよいと回答した方は、それぞれ６割弱と４割強ということで、何らか限定すれ

ば開示してもよいのではないかといったような回答が得られております。 

 今回、こういった意識調査などをした背景には、先ほど局長からも話がありましたが、後ほど

ご説明したいと思います。今回、所有者不明土地の利用の円滑化に関する法案を取りまとめて国

会に提出しておりますが、この後、さらに利用の円滑化にとどまらず、所有者不明土地の発生の

予防、あるいは解消に向けた抜本的な対応を関係省庁と一体となって取り組みを進めていかなけ

ればいけないということでございまして、そういったものの検討の参考にもなるだろうというこ

とで、調査分析をしているということでございます。 

 それから、最後のページは第２部と第３部の土地に関して講じた施策、あるいは講じようとす

る施策でございますので、説明は省略させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【山野目分科会長】  事務局より、土地白書について説明を差し上げました。 

 それでは、まずは土地白書についての分科会の意見の取りまとめを行いたいと考えます。事前

に委員の皆様におかれましては、事務局にご意見をお寄せいただいていると伺っておりますけれ

ども、今ここでさらにご意見をお持ちでいらっしゃる方は、ご遠慮なくご指摘をいただきたいと

お願いいたします。 

 ご意見がおありの方はいらっしゃいますか。 

 よろしゅうございますか。 
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 それでは、平成２９年度土地に関する動向（案）及び平成３０年度土地に関する基本的施策（案）

につきましては、分科会として意見がないということにさせていただきます。 

 その上で、これは土地基本法に基づく手続でございますから、若干、手続のご案内を差し上げ

て、お諮りを申し上げることがございます。今後、分科会として意見がないということになりま

したから、分科会長から国土審議会会長に対してこのことをご案内し、国土審議会として意見が

ないという意見を取りまとめた上で、政府にお伝えすることになります。政府としてはそれを踏

まえ、閣議決定をして土地白書を確定し、国会に対して報告するという段取りになります。今後、

閣議決定に向けての政府の関係方面との調整において、若干の修正を考えなければならないもの

が生ずる可能性もございます。大きな変更はありませんけれども、若干、修正の変更の必要が生

じた際には、分科会長に一任をいただきたいと考えますが、そのように進めて差し支えなく、お

許しいただくことがかないますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【山野目分科会長】  ありがとうございます。 

 それでは、土地基本法の関係の手続をそのようにとりはからせていただきます。どうもありが

とうございました。 

 続きまして、議事の（２）といたしまして、土地政策をめぐる最近の動きについて、資料の説

明を差し上げた上で、委員の皆様方からご意見を賜りたいと考えます。 

 それでは、事務局から資料を順次ご説明くださいますようお願いいたします。 

【須藤企画課長】  引き続いて、私から大きく３点のお話をさせていただきたいと思います。

まず所有者不明土地の関係でございますが、これは資料２－１、２－２、２－３、２－４に基づ

いてお話しさせていただきたいと思います。 

 先ほどもお話がありましたように、所有者不明土地問題がかなりクローズアップされてきまし

て、私どもとして、昨年９月に、山野目先生に部会長をお願いしまして、当分科会の中に特別部

会を設けてご議論いただきました。昨年１２月に中間取りまとめをまとめていただき、その概要

が資料２－１でございます。国土交通省としては、この取りまとめに沿って、法務省等関係省と

一緒に協力して法律案をまとめて、さる３月９日に閣議決定して国会に提出させていただきまし

た。そして、近々にまた衆議院で国会での審議が始まるといったような状況でございます。 

 私からは資料２－２以降で、提出させていただいた法律案の概要についてご説明させていただ

きたいと思いますので、まずは資料２－２、縦長のポンチ絵をごらんになっていただきたいと思

います。ご案内のとおり人口減少、高齢化の進展等々を背景として、所有者不明土地と言われる

ものが全国的に増加しているということでございます。この所有者不明土地は大体が相続を契機

に発生します。不動産登記簿の名義人の方がお亡くなりになって、相続登記をなされないまま代

が重ねていって、ねずみ算式に法定相続人等が増えていって、気がつくと多数の方の共有の土地

になっていると。そのうち何人か、ごく少数の方でも行方、所在がわからないといった場合に所

有者不明土地として扱われることになって、これが公共事業等での用地取得の場面で多大なあい

路、支障となっているといったような状況でございます。 

 この所有者不明土地の実態につきましては、正確な数字はなかなか把握できるものではござい

ません。しかしながら、右側にありますとおり、平成２８年度の地籍調査、約６２万筆をやった
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ところによりますと、地籍調査をする場合、筆界の確認等々ありますので、登記簿の名義人の方

に立ち会いを求めるのでございますが、その立ち会いを求める通知を市町村から出したところ、

約２０％の土地について宛名不明で戻ってくる。すなわち不動産登記簿の名義人と所有者の実態

なりが合わないというのが２０％ある。それではなかなか地籍調査ができないということで、市

町村の職員が住民票なり戸籍簿なり、所有者の探索を行っていくと、それでもわからないのが０.

４１％でございまして、新聞等々で時々、現在日本の所有者不明土地は九州並みの面積があるん

だといったことが報道されるわけでありますが、民間の研究会ではこの２０％をもとにして全国

の土地に拡大推計している数値、これが約九州と言われるような数値でございます。実際のとこ

ろは探索していくと０.４１％まで減るということ。ただ、２０％から０.４１％までの探索にお

いて、自治体の職員なりがものすごくご苦労されて、負担をこうむりながら行っているといった

ことでございます。 

 その下、グラフでありますけれども、かつては私ども国交省の直轄事業であれば、用地取得の

場面では地権者との補償額が折り合わないということで支障となる場合が多かったのですが、近

年はこの所有者不明土地が支障となる、あい路となるような案件が増加しているといった状況で

ございまして、こういった事態の打開をしなければいけないということで、今回の法案を用意し

た次第であります。 

 法案の概要として大きく３つ掲げております。１つは、所有者不明土地を円滑に利用する仕組

みでございまして、所有者不明土地の中でも一定の土地を対象にしたいと考えています。反対す

る権利者がおらず、建築物がなくて、現に利用されていない所有者不明土地ということで、先ほ

ど申しましたように、所有者不明土地は相続を契機に発生して多数の共有状態になっているとい

うことで、判明しない方は何人かいらっしゃっても、わかっている所有者等々の方、関係権利者

の方では、所有者不明土地を利用あるいは使用することに反対していないという状態の中で、補

償額が算定の容易な更地のような土地、建築物がない、そして現に利用されていないといったよ

うな土地について、以下の①、②の２つの事業を構築するということでございます。 

 １つが公共事業における土地収用の手続を合理化・円滑化するということでございます。例え

ば道路、河川とか公共事業につきましては、現在も土地収用法に基づいて、所有者が不明であっ

ても収用委員会の採決を経て、事業者が土地の所有権を取得するという手続が用意されておるん

ですけれども、かなり煩雑な手続で時間がかかるといったことも指摘されております。今般、先

ほど申し上げましたような一定の要件を課した土地を対象にすることによって、収用委員会にか

わって都道府県知事が裁定する。補償料の算定が容易な土地を対象にすることによって、知事が

裁定する。それから、反対する権利者がいないといったことに着目して、審議手続を省略化して、

採決も一本化するといったように手続を合理化したいと考えております。これによって、国交省

の直轄事業をモデルにすると、この収用手続に移行してから約３分の１は期間を短縮できるので

はないかというように私どもは想定しております。 

 次は、２番目が②の地域福利増進事業の創設で、これは全く新しい事業を創設したいというこ

とでございます。今申し上げたような収用の対象となる公共事業ほどの公益性がないにしても、

一定程度地域住民の福祉または利便を増進するといったようなことが認められるものにつきまし

ては、利用権を設定する。最大で１０年間の利用権を設定することによって、土地を利活用しよ
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うということでございます。これについても都道府県知事が事業者の申請を受けて、裁定して、

利用権を設定するということで、事業者としては自治体などのほかにＮＰＯ、民間事業者、誰で

もできるということを考えております。 

 右側にありますように、例えばポケットパーク、あるいは直売所とかいったような利活用を考

えております。この場合におきましても、真の所有者が何人かいらっしゃらないという場合には、

その状況ですから、その方の分につきましては土地の賃料相当分を供託するといったことで対応

するということでございます。例えば１０年なら１０年の利用権の設定の期間内に真の所有者が

仮にあらわれたとして、明け渡しを求めた場合であっても、その利用権が設定された期間は我慢

していただいて、期間が終了した後に原状に復してお返しすると。ただし、そういった方もあら

われないとか、あるいは関係者の異議がない場合は、期間満了後にあっても延長が可能といった

ような仕組みとしております。 

 それから、２番目が所有者の探索を合理化する仕組みということで、先ほど申し上げましたよ

うに、所有者の探索に非常に大きな労力、コストがかかっております。今後は原則として登記簿、

住民票、戸籍など客観性の高い公的書類の調査で済むようにしたいと考えておりまして、これま

で実施してきたような周辺住民への聞き取り調査といったようなものはもう廃止しようと考えて

おります。その上で、これまでアクセスできなかった公的書類へのアクセスを可能にしようとい

うことで、①の固定資産の課税台帳とか、地籍調査票といったような情報にもアクセスして、行

政機関などが利用できるといったものを法律できちんと手当てしようということでございます。 

 ２の②ですが、長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例ということで、これは法務

省の所管ではございますが、法務局の登記官が職権で、登記がなかなか長期間されていないよう

な土地について調査して、名義人がお亡くなりになって３０年以上たっているといったような土

地を対象にして、その旨を登記簿に附記するということ。それから、その過程で知り得た法定相

続人の方々に相続登記をしてくださいと促す、勧告するといったことができる制度を創設すると

いうことでございます。 

 最後に３番目の所有者不明土地を適切に管理する仕組みで、これは全国の市長会からの要望を

経て創設するということでございますが、民法の特例であります。例えば不在者財産管理人制度

というものがございます。なかなか土地の所有者の所在がわからないといったときに、現行の民

法上、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てをして、財産管理人の選任をお願いする

ことができます。例えば空き地に雑草が繁茂している、あるいはごみの不法投棄がある、周辺住

民が困って自治体に相談しても、今現在はその土地について自治体の首長さんがなかなか手を出

せないわけですけれども、今後は選任の請求を認めることができるように市町村長なども加えた

いと思っております。これによって例えば弁護士さん、あるいは司法書士さんが財産管理人とし

て選任されて、周りに害悪を及ぼしているような土地もきちんと管理して、草を刈ったりとかも

できるようになるといったようなことが考えられるわけであります。 

 以上、大きくこの３つを盛り込んだ法律案を閣議決定して、国会の審議を待っているといった

状況でございます。 

 以上が法案の状況でございまして、資料２－４がございます。これは所有者不明土地問題の当

面の工程表で、政府全体の工程表でございますが、今申し上げましたように、上の段で私ども国
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交省、法務省として、今、この特別措置法案を国会に提出しているということです。一方で農水

省や林野庁も、農地あるいは森林の関係の所有者不明の農地・林地に対応する法案を提出して、

一部成立しているものもございます。先ほど局長からもありましたように、今回出している法案

は利用の円滑化のための第一歩、第１弾でございますので、先ほど申し上げましたとおり、今後

はまたより中期的な課題ということで、下ですけれども、私どもでも土地所有者の責務、所有者

不明土地の発生予防の対策とか、あるいは法務省でも登記の抜本的な見直し、相続登記の義務化

の是非とか、あるいは土地所有権の放棄の可否などを検討に加えております。今後こういったと

ころに検討を加えていって、必要な取りまとめを行った上で、可能なものから法制化も含めて検

討を加えていきたいと考えておるところでございます。 

 以上が所有者不明土地の関係のご説明であります。 

 その次に、参考資料３を見ていただきたいと思います。空き地等の新たな活用に関する検討会

の取りまとめということで、簡単にご紹介したいと思います。これについては近年、空き地が増

加している、とりわけ世帯所有の空き地が増加していることを背景に、今後の空き地対策の具体

的施策の検討を進めるために、昨年の１月より検討会を開催し、これもまた山野目先生に委員長

をお願いして開催し、昨年６月に取りまとめが行われました。空き地の適正な利用や管理方策な

どについて取りまとめを行ったところでございまして、昨年８月に開催された企画部会にも報告

しておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。 

 それから、参考資料４についてご説明したいと思います。農地付き空き家の手引でございます。

ポンチ絵と冊子がついておりますが、簡単にご紹介したいと思います。これにつきましては昨年

５月、自民党で住宅土地・都市政策調査会の中古住宅市場活性化小委員会という委員会がありま

して、これの中間取りまとめの中で農地付き空き家について検討の提言を受けております。それ

を踏まえて、私どもがこの３月に農水省の協力を得ながら作成したものでございます。 

 これはどういうものかといいますと、近年、地方部を中心にして空き家とそれに付随する小規

模な遊休農地が増大している中で、空き家と農地をセットで売却したいといったような所有者側

のニーズがあります。一方で都市部の住民におきましては、地方移住等、田園回帰の動きが高ま

る中で、地方へ移住した際には、生業あるいは趣味として農作業をしてみたいといったような意

向も見受けられます。一部の自治体では、空き家バンクなどを活用して、空き家等の所有者と利

用希望者をマッチングさせて、地方移住につなげる先進的な取り組みが見られるといったような

ところでございます。 

 具体的には、参考資料４、ポンチ絵の３ページ目を開いていただきたいと思うんですけれども、

空き家バンクの取り組みを通じて、自治体が農地付き空き家の提供を行う。都市部など、都会か

らの移住希望者がそれにマッチングすれば移り住んでいくということで、こういった自治体が増

えています。この中に１つだけポイントがありまして、原則は左側にありますとおり、農地の所

有権移転には農業委員会の許可が必要でありまして、最低限の面積が都府県で５０アール以上、

北海道で２ヘクタール以上というのがあるわけですけれども、平成２１年の農地法改正で、一定

の場合には面積を１アールとかまで引き下げることができる。かなりぎりぎりまで引き下げるこ

とができるということで、面積を引き下げて農地を空き家と一緒に売却することが可能になった

といったことで、先進的な自治体では、例えば兵庫県の宍粟市とかいったようなところでは空き
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家バンク等を活用して、空き家と農地をセットでマッチングを図っているといった取り組みをし

ているということでございます。 

 今般、私どもはこの手続をフローということで、ガイドライン、手引にまとめた上で、先進的

な取り組みをしている自治体を全国に横展開する、紹介していこうということで、この手引を作

成しました。これについては私どもからも各全国の自治体に周知を図っておりますし、一方で農

水省さんから農業委員会にも周知を図っております。こういったような取り組みを通じて、先進

自治体の取り組みを全国に波及させていきたいと考えているところでございます。 

 私からは、以上３点についてご説明を申し上げました。 

【野原地籍整備課長】  地籍整備課長の野原でございます。冒頭局長からありましたが、地籍

調査の現行の十箇年計画の終期が平成３１年度、次期十箇年計画が３２年からになっております

ので、昨年度検討会を実施し、１月末に中間とりまとめをしております。その概要につきまして、

資料３－１、３－２を用いまして説明させていただきます。 

 まず１ページ目、左上でございますけれども、地籍調査の概要ということで、地籍調査につき

ましては国土調査法に基づきまして、右の漫画にありますように、一筆地調査、地籍測量等、そ

の一筆ごとの土地の境界や面積等を調査いたしまして、最終的には登記所へ送付されるというと

ころでございます。この実施主体は主に市町村が実施しているところでございます。右の真ん中

の取組状況というところで示しておりますが、面積ベースでの進捗状況は平成２８年度末時点で

５２％ということで、大変遅れている状況でございます。特に都市部につきましては、表にござ

いますようにＤＩＤ地区で２４％、それから山村部につきましても４５％で、特に遅れていると

ころでございます。 

 真ん中左に入りまして、地籍調査の課題でございますが、都市部につきましては権利関係も複

雑で、境界確認が難航するケースが多いとか、土地境界が複雑で、測量作業にも時間を要する。

一方、民間の測量成果も多く存在するのですが、活用が不十分といったところがある。山村部に

つきましては、高齢化等の進展によりまして、立会人の探索や境界に関する情報といったものの

調査が困難になっているという状況がございます。それから、全般という言い方をしております

が、特に災害想定地域など緊急性の高い地域でも調査が遅れているという問題、進捗状況や施策

分野ごとの評価体制が不十分。それから、先ほどお話がありましたが、所有者不明土地問題への

対応が課題として整理されているところでございます。 

次期計画における検討の方向性については、重複しますので、２ページ目を御覧ください。検

討会で示された基本的な方向性でございます。新たな効率的手法の導入による地籍整備の加速化

というところで、一筆地調査の効率化、新技術の導入、実施体制の強化、都市部における効率的

手法、山村部における効率的手法等が掲げられておりますが、これらは次ページで詳しく説明さ

せていただきます。それから、地域ごとの課題に即応するための段階的地籍整備と書いてござい

ますが、特に災害想定地域等で地籍整備が遅れているところにつきましては、災害対応という観

点で、最低限必要な地籍整備を早急に整備する手法を導入したらどうかというようなこと。それ

から、未着手・休止市区町村、まだ４６０余の市町村において未着手・休止がありますので、そ

ういったところにどう取り組みを促していくのかといったところで具体的に施策を検討して、７

次計画に盛り込んでいきたいということでございます。さらに、優先的に実施していく地域につ
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いても明確にして、重点化を図っていく、効果的な地籍整備を進めていく必要があるのではない

かというところでございます。 

３ページ目に入りまして、具体的な方策でございます。まずは一筆地調査の効率化でございま

す。２つ目のポツでございますけれども、現地調査において土地所有者等が不明な場合には、立

会いを一部簡略化する仕組みや境界案を作成する根拠となる資料の対象拡大などを検討していく

こと。それから、登記制度の中で筆界特定制度があるわけでございますけれども、その申請権を

地籍調査の実施主体にも付与するといった検討も進めていく必要があるとされております。 

あと、都市部の効率的な手法というところで、民民境界についてなかなか作業に手間がかかる、

時間がかかる、経費がかかるといったところで、官民境界を先行的に整備しまして、そういった

ものを情報共有基盤、プラットフォーム・オープンデータサイトを構築して、それを活用しなが

ら民間測量も促し、民間測量成果も取り込んで、地籍調査の成果として活用していく手法を取り

入れる。それから山村部については、航空測量技術なり、レーザー測量技術の高精度な図面を活

用しまして、極力現地での立ち会い作業、測量作業を行わずして調査を進める手法を導入してい

くようなことを盛り込んで検討していくべきというような中間とりまとめがされております。 

１ページ目に戻っていただいて、最後でございますが、一番下のところに更なる課題というと

ころで、地籍調査においても所有者不明土地の発生予防などの土地所有のあり方に関する政府全

体の検討内容を踏まえつつ、地籍調査が果たすべき役割などについても制度のあり方を含めた検

討が必要とされております。 

最後のページになりますが、資料３－２、検討スケジュールというところで、１月の中間とり

まとめを受けまして、法制度と新技術のそれぞれのワーキンググループにおいて現在検討してお

りまして、おおむね秋前には取りまとめということで、秋以降、国土審議会企画部会にございま

す国土調査のあり方に関する検討小委員会に諮問して、更に検討を進めていただきたいと考えて

おるところでございます。 

以上でございます。 

【横山不動産市場整備課長】  不動産市場整備課長の横山でございます。多少押しているよう

ですので、なるべく簡潔にご説明しようと思いますけれども、資料４、一枚紙の物と、一番下に

参考資料５と６をお配りいたしておりますので、お手元にご用意いただければ幸いでございます。 

 最近の不動産投資市場の成長活性化に向けた取り組みについて、若干お時間をいただいてご報

告させていただきたいと思います。アクションプランという紙でございますけれども、このプラ

ン自体、昨年６月に公表させていただいているものでございます。直接的な契機としましては、

２年前、２８年の夏ごろに当分科会の企画部会、土地政策の新たな方向性を取りまとめていただ

きましたけれども、当時、政府としても名目ＧＤＰ６００兆円の目標を成長戦略に盛り込んで、

不動産投資市場についてもある意味象徴的な部分がありますけれども、ＫＰＩとして２０２０年

ごろまでにリート等の資産規模を３０兆円にという成長目標を掲げたところでございます。これ

を踏まえて、部会の取りまとめでも不動産投資市場の成長に向けて、さまざまな施策展開につい

てご提言をいただいたところですけれども、その内容を踏まえながら、資料４の上段にあるよう

な懇談会、勉強会、専門家や実務家に集まっていただきまして検討を進めました。そのような検

討を進めているというのは、実は１年前の分科会でもご報告させていただいていて、途中経過を
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ご説明させていただいておりますけれども、その議論を昨年６月にアクションプランという形で

取りまとめて公表しておるのがこの一枚紙、概要でございます。 

 ポイントは大きく、下の具体的施策が１ポツ、２ポツ、３ポツ、４ポツと４つの塊になってご

ざいまして、ＣＲＥ等の改革、リート市場等の改革、不動産投資家の投資環境の改革、これらを

進めるための人材育成の改革という柱を立ててございます。このアクションプラン自体は実は約

１年近く前のものでございますので、今日はこれに沿って、現在、順次施策展開をしております

ので、主なものについてかいつまんで報告させていただくということで、ご了承いただければと

思います。ということで、行ったり来たり、前後飛んだりしますけれども、ご了解いただければ

と思います。 

 まず大きな２つ目の塊、リート市場等の改革、③でございますけれども、実は昨年のこの分科

会でも法案を提出しているというご報告をさせていただいているものでございますが、小規模な

不動産特定共同事業の創設、あるいは不動産特定共同事業においてクラウドファンディングを使

いやすくするという手続的な改正、そういうルール化を図っていくというような法改正について、

昨年の分科会でご説明していたもの、昨年の通常国会で無事成立してございます。１２月に施行

してございまして、現在、小規模不動産特定共同事業という新しい類型の登録も出される段階ま

で進んできておりまして、円滑な施行に向けて今取り組んでいるところでございます。 

 それから、戻って恐縮ですけれども、１ポツのＣＲＥ等の改革でございます。このうち一番下

の④でございますが、参考資料６もあわせてごらんいただければと思いますけれども、もともと

ＰＲＥの民間活用、証券化手法なんかも活用して取り組みを進めるということで、手引やガイド

ラインを出してございました。もともと人口減少とか、財政制約等を背景に、迫られてきていた

老朽施設の建替えとか整理から始まった話でございますが、最近は民間資金やノウハウを活用し

て、地域の活性化、持続可能性の向上、住民サービスの向上とかにつなげると、前向きな動きも

一部自治体で見られるようになってございます。これらの横展開をしっかり加速させるため取り

組みを進めていくというのが現状でございまして、２年前に出したガイドラインを見直しまして、

なかなか経験やノウハウがない自治体さんがまだ消極的になりがちな証券化の手法について、も

う少し活用しやすくするように改訂して、この３月に公表しているという状況でございます。 

 さらに戻って恐縮ですけれども、１ポツ、①のＣＲＥです。企業や団体の不動産の活用ですが、

こちらも①に書いてございますように、もともとガイドライン、手引がございまして、実は平成

２０年に出したきり改訂してございませんでした。現在、この改訂に向けた取り組みを進めてい

るというのが現状でございます。企業のＣＲＥ戦略ももともとは減損会計の導入、不動産のオフ

バランス化か何かの要請から始まったものでございますけれども、積極的な取り組みが徐々に増

えてきていまして、あと背景的にも最近、例えば東日本大震災の経験、ｅコマースの伸張とか、

政府の大きな政策でございますが、生産性向上とか働き方改革の要請で、企業の不動産ＣＲＥ戦

略の前提もかなり変化してきているということで、受け身の取り組みではなくて、より積極的・

戦略的な取り組みを進めていただきたいと考えているところでございます。 

 最近では商業施設の建替えのときに複合施設化するとか、物流施設のオフバランス化、マルチ

テナント化、あるいはさまざまな働き方に対応したオフィス環境の新たな試みなんかを導入され

るオフィスビルとか、新たな動きも見られるところでございますので、そういう先進事例を改め
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て研究しながら、新たにモデル的な事業も支援して、得られたノウハウなんかをガイドラインや

手引の改訂に反映させようということで、今、取り組みを進めているところでございます。 

 このようなＣＲＥ、ＰＲＥとか、あるいは証券化手法の活用の促進みたいな話については、特

に地方部ではプロジェクトなんかの種が限られている話ですので、全て重なってくる話かと思っ

ています。よい場所があるのに資金の出し手がなくて、老朽化・陳腐化等で十分に活用されてい

ない貴重なＣＲＥとかＰＲＥ、個人資産も含めてですけれども、そういうものを有効活用してい

く。証券化手法なんかも視野に検討することで、民間提案の幅が広がって、ファイナンスも成立

して、収益も増加して、うまくいけば地域の活性化とかにつながっていくという可能性も高まる

んじゃないかと思ってございます。 

 ただ一方で、どうしても地方に行くと人材の不足、あるいは少ない人材のつながりが広がらな

いということもございます。情報ノウハウが共用されないので、せっかくの種が育たないという

課題が昔から指摘されて、まだ今日もそういう課題があるのかと思ってございますので、私ども

としてはこういう動きの中で、アクションプランで言いますと１の②のような取り組み、ＣＲＥ

に限らずやろうと思ってございますけれども、我々自身が地方に出かけていって、あるいは専門

家の派遣なんかを通じて、モデル的な案件形成を促しながら、そのような取り組みから得られた

経験・ノウハウをガイドラインや手引に反映しながら横展開していくという試みを進めていくこ

とに今取り組んでございます。地域の事業者さんとか金融機関、投資家、実務家、あるいは企業・

自治体の職員がつながるきっかけになるようなプラットフォームの形成を掲げて、地方で協議会

なんかを開催していく、予算も確保しまして取り組んでいるところでございます。 

 若干行ったり来たりして恐縮ですけれども、２ポツの②、ＥＳＧ不動産投資の基盤整備でござ

います。これは参考資料５も配っておりますので、ごらんいただければと思います。不動産投資

に限らない話題でございますけれども、投資家が投資先に環境とか社会、ガバナンスへの配慮を

求めることが世界的にも潮流になってきていまして、日本国内でもＧＰＩＦがそういう方針をは

っきりさせるとか動きが見られるところでございます。投資家から選ばれる企業、プロジェクト

であるためにはＥＳＧの観点、もはやもう無視できない状況かと思います。このため、これに沿

って内外からの投資を我が国の不動産市場にも呼び込めるように、専門家、実務家に集まってい

ただきまして検討を進めまして、この３月に一応の最終取りまとめということで公表しているも

のが参考資料５でございます。 

 主な内容は新たな不動産の認証制度のあり方について、国の考え方をまとめたというものでご

ざいます。さらに今年度は、市場でこういう観点で不動産がしっかり評価されるようにというこ

とで、鑑定評価の反映も念頭に、鑑定業界ともさらなる検討を進めていくことになってございま

す。健康とか快適という切り口で、質の高い不動産ストックの形成が進んで、社会全体として生

産性向上とか、働き方改革、生活の質の向上につながることを期待しての取り組みを進めている

ものでございます。 

 大きな３つ目の投資環境の改革でございます。投資家目線での市場環境整備に取り組んでござ

いますが、大きなものとして②でございますけれども、当分科会でも長い間ご議論とかご提言を、

直接のきっかけとしては平成１５年の建議から今の制度の仕組みのベースが始まっているもので

ございますが、不動産市場に関する情報の充実に取り組んできたところでございます。特に価格
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関係の情報について、安心して取引・投資できるように市場の透明性を高める取り組みを進めて

きているところでございますけれども、一方で個人情報の取り扱いとか、不動産というのはさま

ざまなもので、１つとして同じ物がないとか、取引にもいろいろな事情・背景が張りめぐること

もあって、情報収集とか、情報の処理、情報提供のあり方については模索を続けながら、着実に

進歩させてきているところでございます。 

 従来の公的評価に基づく情報提供に加えて、平成１８年４月から取引価格情報の提供を始めて

ございますが、既に３００万件を超える情報の蓄積に至っているところでございます。それから、

リーマンショック金融危機を契機として、国際的な議論がなされまして、ＩＭＦ等が作成した国

際指針に基づいて、インデックスとして不動産価格指数を開発してきてございます。取引価格情

報をベースにして、標準化されたわかりやすい加工情報を目指し、提供してきているものでござ

いますけれども、住宅に関してはご案内のとおり、２４年８月から試験運用して、２７年３月か

らもう本格運用を始めてございます。商業についても、２８年３月から試験運用を始めて、今後

本格運用していく予定でございます。今、足元はさらに成約賃料、オフィスや住宅を含めて、イ

ンデックスの開示というのが国際的な議論になってございまして、国際的な議論はまだ技術的な

詰めが終わっていないんですけれども、そこをにらみつつ、今年度、賃料インデックスの開発に

本格的に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

 以上、つまみ食い的でございましたけれども、最近の取り組みについてご紹介させていただき

ました。 

【山野目分科会長】  大きく分けて３つの部門からそれぞれ資料のご説明を今差し上げました。

これから各委員からのご意見、ご質問をいただきたいと考えます。土地政策分科会を年間に何回

も開くことができるとよろしいのですけれども、そうもまいりませんから、このような会議が開

かれた折に単に土地基本法関係の手続をするということではなくて、委員の皆様から土地政策に

ついての基本的・抜本的なご意見を承って、今後の土地政策に活かしてまいりたいと考えており

ます。 

 各委員に等しくご発言をいただく時間が設けられるように、お一人当たりおおむね５分以内を

目安にご発言いただければありがたいと存じます。皆様にご発言いただいた後、さらに時間の余

裕があるようでありますれば、２巡目以降のご発言をお願いすることも可能であると考えており

ます。 

 それでは、委員の皆様方からご自由にご質問、ご意見を承りたいと考えます。いかがでしょう

か。 

 木村委員、どうぞ。 

【木村委員】  昨年の所有者不明土地問題に係る特別部会での議論をもとに、所有者不明土地

の利用の円滑化、あるいは所有者探索の合理化といった一連の取り組みがまとめられ、今国会で

法制化、法律化される見込みということで、国交省をはじめとして関係者の方々に大いに敬意を

表したいと思います。 

 今回、法制化される取り組みは、本問題解決に向けた第一歩であり、運用面の改善が進むと期

待されるわけですが、本問題の抜本的な解決には至らないと思っております。２０２５年には、

皆さんご案内のとおり、団塊世代が後期高齢者を迎えることになりますので、現在いろいろ問題
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になっております課題、今後ますます大きくなっていくと予想されております。土地所有者の責

務、登記制度等の中期的な課題について少しでも早く議論を進めて、本問題の発生の予防・解消

に向けて、必要な取り組みが着実に進められるようにお願いしたいと思います。 

 そこで、短期的な問題は別として、中期的な課題として３点申し上げたいと思います。 

１つ目は、登記制度、土地所有のあり方に関してですが、土地の登記の義務化を進めるべきだ

と思いますし、登記義務を履行しない者についてはその所有権を認めない一方で、土地所有を放

棄したい者に対しては、その放棄を認めるような仕組みづくりをしていく必要があると思います。

放棄された土地とか、あるいは所有権が認められなくなったような土地が、公のランドバンクと

言いましょうか、そのような受け皿を用意して、そこで取得され、その上で権利関係の整理、土

地の集約化等が進められて、市場性を回復した土地として、再び流通市場に戻して、国土全体が

有効活用されるような仕組みを整えていく必要があると思います。 

 ２つ目ですが、相続登記が行われない理由の１つに、登記による便益が登記コストに見合わな

い点があると言われておりますので、登記義務化の議論と並行して、登記費用の低減とか、ある

いは手数料化等の取り組みを進める必要があるのではないかと思います。そのためにも、不動産

登記システムの一層の効率化・合理化と言いましょうか、例えば不動産登記簿とマイナンバーの

連携とか、自己申告の簡易化といった取組を進める必要があり、現状は大幅に遅れている地籍調

査につきましても加速させる必要があるかと思います。新技術もいろいろ出てきているようでご

ざいますので、そういったものも積極的に活用して、必要な環境整備を進めていただきたいと思

います。 

 ３つ目ですが、これは前にも申し上げておりますが、空き地とか、空き家、所有者不明土地と

いった諸問題が、地方とか郊外部を中心に全国各地でいろいろ問題点として取り上げられており、

その対応についての議論・検討が行われているのが現状だと思いますが、２０３０年、４０年ぐ

らいを見据えた長期的な視点で見ていくと、人口減少や少子高齢化を背景に、事態はますます深

刻化するのではないかと懸念しております。問題が表出した事象にとどまらず、人々の暮らし方

やこれからの働き方、あるいは価値観、土地所有及び土地利用の将来に対する意識の変化といっ

たことも調査・分析して、将来の我が国土を取り巻く状況について、これまで以上に想像力を豊

かにして、今後の議論を進めていく必要があると思いますので、中・長期的な課題として、これ

からまたこの会議体かどうかわかりませんが、大いに議論を活発化していただきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

【山野目分科会長】  ありがとうございます。大きく３点いただきました。 

 引き続いて、いかがでしょうか。 

 望月委員、次に八野委員、お願いします。望月委員からどうぞ。 

【望月委員】  今、木村委員から最後にお話があった部分と関連してくるので、意見を言わせ

ていただきます。 

 私も今回の白書について局長もおっしゃられていた抜本的な見直しというキーワードが非常に

重要かと思います。今までは聞き心地のよい話をテーマにする傾向にあったと思いますが、あえ

て非常に難しい、ハードルの高い課題に真正面から向き合っていくという、ある意味では覚悟み
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たいなものを示されていて期待するところです。 

 こういった抜本的な検討でだされた政策は実効性を持たなければなりません。少し概念的にな

ってしまいますが、白書にある 150 年の土地政策の振り返りを、次の 100 年につなぐために今ま

での土地政策をもう少し深く、成否、評価をする必要があるのではないかと思います。例えば東

京の一極集中という問題はずっと言われていて、いまだ解決できないというか、困難な状況にあ

ります。よかれと思った効率優先のニュータウン開発が今やオールドタウンとして働かなくなっ

ている。なぜそういったところに陥ってきてしまったのかというのは、成長期だからというだけ

ではなくて、今後の減退期においても政策決定のプロセスの中で陥る、もしかするとあい路があ

るのではないかという気がしましたので、具体的にどうとは申し上げられないんですけれども、

そういった反省が１つ必要だということ。 

 それから、所有者不明土地とか空き家問題の中で、今回の意識調査を見て私が一番感じたのは、

人口減少社会の中では今現在足元はよくわからないが、今後一体何が問題かが自分ごととして認

識されなれければならない。つまりある種の危機意識みたいなものがはっきりと出てこない限り

は、なかなか前に進まないのではないかという感じがいたします。そもそも例えば現状を放置し

ておくということは、自分たちの地域とか生活に何をもたらすか、何が問題かということ。アン

ケートでも半分ぐらいはあまり問題ないとしていて、１０年、２０年と放置していくことの大き

さというのは自身が気づいていない部分だと思うんです。そこのところの危機感をまず共有する

ことが、少し時間はかかるかと思うんですけれども、制度的な改正、縛りということと並行して、

それぞれの地域の問題、プレーヤーにとって何がインセンティブになるのかという視点でいろい

ろな制度システムを考えていく必要があるんじゃないかと思いました。 

【山野目分科会長】  次の１００年に向けての抜本的課題というお話をいただきました。あり

がとうございます。 

 八野委員、お願いします。 

【八野委員】  分科会長、どうもありがとうございます。私は労働組合の立場から皆様とは少

し観点が違うかもしれませんが、意見を述べさせていただきたいと思います。 

 １点目は今回、所有者不明の土地または空き家利用について、特別措置法等を含め、一段階進

んだと評価をしているところです。ただし今日、冒頭の田村局長からもお話があったように、抜

本的な見直しということについて、人口は増加しないという見方、今の施策のままでは、人口は

増えませんし、人口減少はストップしない。その中において、土地政策という観点からどう見て

いくのかという論拠が本当に重要、と思っております。 

 ２点目は、土地政策の中で、都市と地方の格差是正が非常に難しいと思っております。ベース

はできているのですが、都市部と地方部では運用的に、同一でできないのではないかという問題

意識です。都市部で言えば、所有者不明の土地または空き家について、地価が下落してオフィス

が空くような問題も起きてくるのではないか、ということです。法律を基盤としながら、運用を

どのようにしていくのかが非常に重要と思っております。 

 ３点目は、農地付きの空き家について、事例が挙げられました。ただし、本当にこれだけでよ

いのであろうか、というところです。地域を見た時に、衣、食、住、遊ぶ、それと知、医療、介護

がバランスよく、地域の中でもコンパクトに集まっていなければ地域としての魅力がなくなり、
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いくらニーズがあったとしても空き地、農地の利用は、本当に一部の人たちだけであって、その

辺に対する対策が必要と思っています。これは、国土審議会土地政策分科会だけで議論するので

はなく、関係省庁による政策の連携が今後、より一層重要になってくるのではないかということ

です。 

 最後に、地籍についての説明がありました。これは、重ねて言わせていただいているのですが、

安心・安全という意味の中でも大規模災害に備えての地籍調査を、さらに進めていただきたい。

要望を含め、意見とさせていただきます。 

【山野目分科会長】  どうもありがとうございます。都市と地方という重要な観点をいただき

ました。引き続いてのご発言をお願いします。 

 田村委員、お願いします。 

【田村委員】  田村でございます。防災面から２点、関連で１点申し上げたいと思います。 

 これは土地政策分科会ですので、土地のことが一番課題になっていると思うのですが、防災面

からいくと、円滑な支援を実現するには土地台帳、建物台帳にとどまらず、市町村が保有してい

る課税台帳における土地・建物、それから住民の皆さん、住民基本台帳がどのように被害を受け

たかということにおいて、今、被災者台帳というようなものをつくらなければならないとなって

います。ですので、基礎データとして、今、横串を刺して整理したものがないということは大き

な課題で、その大きな一翼を担ってしまっているのが土地台帳だというのが、防災面からの考え

方だということをぜひご理解いただきたいのかと思います。これが整わないがために、被災者の

状況がわからない、かつそれを集約したような町の再生であったり、都市計画の今後の施策が立

てられないことになりますので、歩調を合わせながら進んでいく必要もあるのかと思うことが１

点。 

 そのようになりますと、ある程度平時から、災害時も含めて、先ほどアンケートにございまし

たが、ある条件をつければデータの目的外利用でふだんからこうやって目にしておいて、これを

つなげて被災者台帳にしなければいけないとなると無理だねという認識を業者の皆さんを含め、

担当者がお持ちにならない限り、戦略的にこういったものにご協力はいただけないかと思います

ので、１つその認識に立って、少し目的外利用で戦略的に進めるための施策を土地から起こして

いただけると、大変にありがたいかということが１点でございます。 

 それから、防災面からもう１点は、先ほど被災が想定される地域に対して先行的にやっていく

というお話がありましたので、南海トラフの巨大地震だったり、首都直下地震は今、減災目標が

立っておりまして、例えばこういうことが土地の問題が解決すれば復興がすごく早くなるんだと

いうのをぜひ減災目標に入れていただけるように私も微力ながら尽力いたしますが、内閣府なん

かに働きかけると防災面からもお尻をたたいてくれる人があらわれるのかというのが２点です。 

 ３つ目は生活者としてですけれども、全然違う話をしますが、今は終活ばやりじゃないですか。

その中にぜひ登記のことも片づけないと人生終われないんだというようなこと。それから、でき

たら若いうちに登記費用をどこかに積み立てておきたいですよね。歳をとってから年金になって

言われてもきついかと思うので、そのあたり文化にしていくという試みも必要じゃないかと思い

ました。 

【山野目分科会長】  土地のことを文化にするということは、これから運動にしていかなけれ
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ばいけないものであろうと感じます。 

 引き続きご意見をいただきます。いかがでしょうか。 

 熊倉委員、保井委員と行きます。熊倉委員、どうぞ。 

【熊倉委員】  私は１つ土地基本法の改正を考えなければいけないのかと思っていまして、そ

のことについてと、土地の市場経済との関係を考えるという観点からお話を申し上げたいと思い

ます。 

 １つ、土地基本法は平成元年から２年にかけてつくられたんですけれども、あれは土地の価格、

バブルのときに市場経済の中での行き過ぎ等について抑制するためにつくられた法律だと思うん

です。そういう意味で利用とか、投資について書いてあるのですが、管理についてという概念は、

あの当時、基本法の中ではあまり認識されていなかった部分だと思うんです。今、皆さんおっし

ゃったように、土地は管理、程度の問題はいろいろあるんだと思うのですが、所有者の方が何ら

かの関与をしておかないとだめだということを、先ほども国民の共有の意識とすべきだとおっし

ゃいましたけれども、まさにその原点は土地とはそういうものだということを基本法の中にしっ

かり定めて、それを国民が皆さん共有の概念として受けとめるような形の運動をして、浸透させ

ていくということが必要だろうなと、まずそこをやらなければいけないのかなというのが１つで

す。 

 それと、次にわりとわかりやすいのは土地の放棄ということで、アンケートで８割ぐらいの方

が「いいよ」と言いました。結局、土地に市場経済が働いている限りは、それは売るなり何なり

で問題ないんです。問題は多分、所有者不明土地、あるいは空き地というときも市場経済が働か

ないところが出てきた、そこが問題だと思うんです。市場経済が働く限りにおいては、仲介する

なり何なりで何らかの形で対応がとれていくのですが、今、市場経済が働かない部分についての

対応策をとらないと、多分もっともっといっぱい増えてくるだろうと。 

 先ほども話が出ましたけれども、現実に私の友人なんかでも親の財産、私は地方の出身ですの

で、親から譲ったものに困ってしまっているというのは結構多いです。それについて相続の申告

をどうしたらいいのとやっていますけれども、本当はその土地は要らないという現実がほとんど

です。それの受け皿をつくってあげないとだめだろうなと。「売ったら？」と言っても買い手が

いない、要は市場経済が働かないという。本当は利用価値はあるんだと思うんです。ですから使

い方を、使ってくれる人にきちっと行き渡るようにというのがいろいろ空き家対策にないといけ

ないですけれども、抜本的に宅地で使うだけではもう無理だと思うんです。そういう意味で、農

地返しなり、林地返しみたいなことも含めて、人口が減る中で、広く国土全体のあり方はどうあ

るべきかという全体のグランドデッサンの中で土地を位置づけて、さっき木村委員がおっしゃっ

たように、ランドバンクというお話がありましたけれども、自治体でどんどん寄附を無償で受け

ていくべきだと思います。受けて、実際に活用できる人に活用してもらうように交換分合するな

り何なりという形で、使いやすいような形をつくっていくことで、やがては一過性的には固定資

産税が発生しないとか、いろいろそういう自治体の負担がどうのこうのという議論がありますけ

れども、生きた土地にすることによって、税の問題とかは解決できるのだと思うので、本当に市

場経済にもう一回返す形を考えるべきだと思います。そういう意味で、ぜひそういう施策を考え

ていくべきではないのかと思っております。 
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 以上です。 

【山野目分科会長】  土地基本法の改正その他、重要な課題のお話をいただきました。 

 保井委員、お待たせしました。 

【保井委員】  私からは、いろいろなところで出ておりますけれども、自治体の役割の変化と

か、官と民との連携に関して少しコメントさせていただければと思います。 

 今日の議題に関しましては、本当にほかの委員もおっしゃられているように、所有者不明土地

の利用に関する特別措置法の法案とか、これまで議論されてきたことが具体的になって、非常に

感銘を受けましたし、それを通じて地域づくりやまちづくりの質の変化が本格的に到来している

ことを感じました。その中で大事なのが、こういった法案ができるたびにその実践を行っていく

のが自治体となっていくわけですけれども、自治体を含め行政のこれまでの役割は、税を再配分

するとか、いろいろ起きていることをコントロールして規制していくというような役割が主要で

ありまして、それが得意にしているところで、近年生まれてきているいろいろなまちづくりに関

するような法律は、どちらかというと事業化していこうというような、ベクトルの違うものがた

くさん生まれてきていると思います。それはすごく大事ですけれども、自治体職員が今の体制の

ままでやっていけるかというと、そこはかなりハードルが高いなと感じているところですので、

いろいろなところでまちづくり団体とか、民間との連携、地縁団体との連携といったような、エ

ージェント的な役割を担うような団体が重要だということが、どこでも指摘されるんだろうと思

います。 

 ただ、それ自体がどこにいるのかとか、実際に出てきて、何か生きのいいまちづくり会社の若

者が自治体にやって来て、「これをやりたい」と言ったときに、本当に自治体の前線の職員の人

が「やれ」と応援するかというと、案外今までの自治体の体質を考えると、本当にこれが適正だ

ろうか、公平だろうかとどうしても考えてしまう。真面目であればあるほど考えてしまうという

ところがあって、そこは先ほど来、抜本的な価値の変化というのがいろいろなところで出ている

んですけれども、例えばパートナーを探索する、あるいはそういう人たちと伴走する、応援する、

育成するような、自治体の仕事の抜本的な変化をどのように目指していくのか、これはもうここ

の土地審議会だけのマターではないですけれども、国交省全体になるのかもしれませんが、何か

少し連携してぜひ考えていただきたいなという気がしています。 

 今の１点目は大きな話ですけれども、２点目で、自治体側のそういうことの取り組みとしては、

おそらく私がいろいろかかわっているところなんかも、例えば公民連携の窓口課をつくっていた

り、海外なんか、そういう意味で言うと、アメリカでもエコノミック・ディベロップメントのコ

ーディネーターみたいな人がいたりとか、例えば空き地にしても、公有地なんか、公園、道路と

いっても、今までの管理というと、どうしても安全・安心、今までと同じように管理していくこ

とが仕事になるので、その質が違うところを受けとめるような体制づくりが大事なのではないか

という気がしています。 

 今日の所有者不明土地の話も、私はお聞きしながら、知っている自治体でどこの課が受けとめ

るかと考えたりしていたんですけれども、最近、いろいろ規制緩和とかまちづくり支援の仕組み

が出てくるたびに、自治体では「うちの課が担当することになりそうで」とか、あるいは「どこ

が担当するんだろう」みたいな話をよく聞くんです。そういう意味で言うと、たくさんツールが
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出てくるのは喜ばしいことなので、ちゃんとこういう情報を持って、民間の提案を受けて、相談

を受けて一緒にやっていくような体制みたいなのは幾つかのところで出始めているような気もし

ますので、そういうところをぜひ今後、法律を運用される中で何というか、ご支援いただけたら

いいかという気がしました。 

 ３点目は、今度は民間側で事業者、またこれがどのように育つんだ、生まれるんだということ

がなかなか難しいところで、都市部なんかですと、民間企業なんかが若干ＣＳＲ的な色彩を込め

ながらも取り組んでいたりとか、収益の中に織り込んでというふうにしていくわけですけれども、

地方なんかでは難しいということを考えると、ここら辺は先ほど、リートの話のときにも人材育

成の話がありましたけれども、地方なんかに行くとこういう分野はそれこそ地域おこし協力隊と

か、そういう人たちの世界になってしまったりとかして、もう少しここら辺の起業家教育、まち

づくり会社までつくっていくような仕組みづくりを、場合によっては例えば公立大学の改革なん

かも進んでいたりしますので、自治体と大学とか、社会人も一緒になったような本気の人材育成

の仕組みづくりみたいなのもこれから大事なのではないかと。それを言い出すと、実は文科省の

学術分野は今までのままでいいのかとかいろいろな話になるのですが、ただ、人材育成も大事な

のかと思いました。 

 以上、３点です。 

【山野目分科会長】  今、国会に出ている法律案は都道府県の事務に関しては地方自治法の関

連改正が入っていますけれども、市町村のところはこれからの運用のことで、まさに実質にかか

わるものであると考えます。事務局によい宿題をいただいたと受けとめました。引き続きいかが

でしょうか。 

 池邊委員、飯島委員、中井分科会長代理、順次お願いします。池邊委員。 

【池邊委員】  ３点ほど申し上げたいと思います。１つはＥＳＧ投資の普及・促進に向けた認

証制度のあり方についてのお話でございます。詳しくはご説明がなかったんですけれども、海外

のいろいろな動きを受けて、働く人の健康性・快適性に関するオフィスビルの認証制度をやって

いくという話があって、これ自身は非常にいいものだと思っているのですが、この中で健康性、

快適性、利便性、安全性という今までの従来型のものが入っているんですけれども、それはどち

らかというとインテリアにずっと寄っているんです。このやり方は、実は昨年もうちの学生がや

ったときに、ＣＡＳＢＥＥとか、東京都のさまざまなオフィスビルを評価する認証制度なんかも

あるんですけれども、そういうものの中で緑に関するもの、あるいは屋上緑化に人が入れるかど

うかとか、そのような評価がほとんど抜けてきていて、ここの中にもどちらかというと空間・内

装の中に自然を取り入れた空間づくりとか、リフレッシュという中で、一応屋外とは書いてある

のですが、これで内部のような形のものが出ているんですけれども、執務者がやるということに

なると、どうしても今までせっかく屋上緑化や壁面緑化が景観面でも進んできていたのですが、

こういうところが投資の認証制度の中から抜けていきますと、またここでなくなってくるわけで

す。 

 ところが、海外の投資家の方たちが何を見ているかといいますと、例えば私の知っている事例

でも、港区内の元麻布の辺ですけれども、外国人向けのマンションのために、大通りからそのマ

ンションまでの間の電柱の地下埋設をすると。そこは月賃料２００万という価格ですけれども、
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そこまでやらないと取れないというほど、そこは電柱の地下埋設や壁面緑化もやっているのです

が、そういう面では少し片手落ちだなという気がいたしております。特にプログラム名です。皆

さんもご存じのように、アップルとかグーグルとか、ああいうところは少し行き過ぎというか、

皆さん普通の、標準ではないかもしれませんけれども、さまざまな執務者のための健康性、快適

性、利便性などのプログラムや何かは米国等では非常に充実しているようにどんどん変わってい

っています。そこが日本では簡単に、そういうプログラムが少しある程度というので、プログラ

ムを展開する場所とかいうものが出ていない。例えば皆さんご存じの中ですと、ミッドタウンの

ヨガなんかは今いろいろなところで評価されていますけれども、ああいうものをどのように強化

するかというような視点をぜひとも不動産の認証制度のあり方の中にも入れていただきたいとい

うのが１つでございます。 

 ２つ目が、所有者不明土地の地域福利増進事業のところで、さまざまな公園緑地、広場などに

使えるという非常にいい例が出ているんですけれども、こういうものに対して、まさにそれを使

うための組織というか、コーディネートをするような部分が出てきていない。ニューヨークでは

同じように使われていない道路とか、そういう空地を公園のように使う、あるいはエディブルガ

ーデンに使う、コミュニティーガーデンに使うようなことをやっていますけれども、スチューデ

ントシップといって、そのための人材育成制度も同じ形でニューヨーク市で展開しているわけで

す。ですから、日本の場合は向こうからいろいろなやり方は入れるんだけれども、それに対する

人材育成が非常に不足しているので、その視点はぜひとも入れていただきたいと思います。 

 それから、３点目です。農地付き空き家の手引はとてもいいお話だと思いますし、若い方々が

地域に戻る、あるいは新しい展開があるというのはいいんですけれども、この人たちが短期で飽

きてしまったときにどうなるかという、その先も考えていかなければいけない。今までの農地を

持っていた方は先祖代々の土地というのでなかなか手放さなかったけれども、若い人たちは３年、

５年でだめだった、じゃ、やめようとか。そういったときに一番怖いのは太陽電池の液晶板にな

ってしまうことで、静岡なんかでは浜名湖の周りなどは、今、うなぎの養殖のところが全部太陽

光電池に変わっておりますので、ぜひともそういったときにこういったものが、最終的にそうい

う変な展開にならないように、５年、１０年先の防止策なども考えていただきたいと思いました。 

 以上でございます。 

【山野目分科会長】  人材育成のお話は、多分１つ前の保井委員のお話とつながるお話ですね。 

【池邊委員】  そうです。 

【山野目分科会長】  ありがとうございます。飯島委員、お待たせしました。 

【飯島委員】  土地に関する制度設計の基本的な考え方、制度の抜本的見直しに関連しまして、

これまでの議論と重なるところがございますけれども、少し意見を申し上げます。 

 望月委員から国民の危機感、田村委員から文化というお話がございましたが、明治 150 年の歴

史の振り返りの最後に、国民が土地の特性に関する認識を持つことが重要だと書かれていて、こ

れは確かに今後重要になってくるだろうと思いました。環境分野などでもそうだと思いますが、

行政が点的に対象を捕まえて規制し罰則で担保するという方式ではもうなかなか成り立たない。

土地に関しましても、個人、法人を含め、国民一人一人の行動について、誘導というか協働とい

うかなどいろいろな枠組みはあるかと思いますけれども、そういう働きかけをしていくことが、
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今後、考え方の基本的な部分でも重要になってくるだろうと思いました。登記の義務化という話

もございましたが、この点にも関わってくるかもしれないと思います。 

 制度の抜本的見直しに関しましては、伝統的な枠組みとしまして、積極目的の規制と消極目的

の規制という枠組みがありますけれども、土地法においても、その固有性を踏まえつつ、この枠

組みで課題を捉えようとしてきたのではないかと思います。ここに、新たな考え方に基づく制度、

とりわけ地域福利増進事業等が取り込まれるとすると、これをどのように捉えればよいのか、伝

統的な枠組みが相対化するという方向に進んでいくのか、という問題も出てくるかと思います。 

 しかも、そもそも規制とか調整という枠組みそのものが通用しないのではないかという議論に

なるかもしれないとも思いました。調整といいますと、土地所有権と土地賃借権との調整とか、

土地所有者と周辺住民の生活環境上の利益という三面関係での調整の枠組みで捉えてきたわけで

すけれども、特に所有者不明土地となりますと、働きかける相手方ないし当事者が見えない、い

ないという状況ですので、当事者や相手方に誰がかわるのか。コミュニティーやＮＰＯ、さらに

は不在者財産管理制度ですと行政、裁判所もかかわってくるかと思いますが、誰がかわって主体

になるのかという問題が出てくるかと思います。また、調整とか規制ではないとなりますと、財

の管理とは果たして何なのか、公共財として公共管理するに値するかどうかというところから選

別していくという考え方の転換も必要になるのだろうかと思いました。とは申しましても、新た

な法制度においても、憲法２９条の枠組みの中での収用と補償というのはまだ残っているように

も思いますので、そういう基本的な枠組みとして今後どのように問題を捉えていったらいいのか、

少し考えた次第でございます。 

 以上でございます。 

【山野目分科会長】  地域福利増進事業は従来の行政法の概念措置とは異なる新しい制度であ

ると感じます。引き続きご指導をいただきたいとお願いします。 

 中井分科会長代理、お願いします。 

【中井分科会長代理】  １点は所有者不明土地で、これはスピード感を持って法案のレベルに

までしていただいて、その部分について敬意を表したいと思います。私も特別部会で議論に参加

しておりましたので、最後にそこでも申し上げたんですけれども、先ほど保井委員が言われたこ

とと近くて、これは自治体が運用するということでいくと、多分、自治体も初めてこんなことを

やることになって、まだ収用対象になるようなものについては今回も国からのしっかりとした技

術的支援が明示されているんだけれども、地域で行われる今の福利関係で利用するといった部分

については、民間も事業主体として参画することが可能で、民間はまず自治体に相談しなさいと

いうようなたてつけになっていて、やったこともないことを相談されても自治体はきっと何も答

えようがないと思いますので、ぜひそちらについても、これは新しい考え方で所有者不明土地を

より利用していこうということですので、少なくともしばらくの間は国で手厚く面倒を見てあげ

るようにぜひともお願いしたいと思っております。１点目はそれです。 

 ２点目は、今日、参考資料で農地付き空き家のご説明いただいて、感じたことをお話しさせて

いただければと思います。先ほど池邊委員が言われたこととも関連しているんですけれども、先

進的な自治体がこういうことをされることは非常に評価できるというように思いますし、その意

味ではこれが悪いと言おうとしているわけではありません。しかしながら、まず農地付き空き家
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であって、空き家付き農地ではないということは、空き家にある種の付加価値を持たせるものと

して農地が考えられないかというのが発想の出発点だろうと思います。そのときに、逆に農地と

して、今回はガイドラインで農地法の別段の面積を１アールぐらいまで下げている例もあるよと

いうようなご紹介でしたけれども、実はこちらは小さくすればいいというものではなくて、農地

は農地で細分化されると後はどうなるかとか、それからこれは当然、どのような種類の農地かに

もよって、畑とかはまだ細分化しやすいですが、水田でこんなに小さく切るのは非常に難しいと

いうか、支障があるようなやり方になりかねないわけです。特に水利との関係でそういうことが

発生します。 

 それから、あまりにも小規模だというのは、趣味の世界として農業をやられるのか、あるいは

耕作をやられるのか、それとも就農者という形で業としてやられるのかといったようなところも

いま一つよくわからず、今日のお話を聞いた限りでは「何でもありです」みたいな感じに聞こえ

るということがあります。何が言いたいかというと、多分、それぞれガイドラインの中で先進的

な例として出されているところはそれなりに地域の事情を鑑みて、それぞれの地域でこれならば

やっても大丈夫だろうということで、もちろん苦肉の策としてやられている面もあるのかもしれ

ませんけれども、それなりに地域の実情を考えておやりになられていると理解しています。 

 しかし、それを横展開という形で言われたんですけれども、いきなりいろいろなところで横展

開するというのは少し慎重にいろいろ考えるべきところはあるんじゃないかと思っておりまし

て、例えば今回は空き家ですので、新たな郊外というか、遠郊地帯へのスプロールの助長にはな

らないわけですけれども、先ほどの池邊先生の懸念のように、３年、５年たってやめたら実はそ

こがまた宅地に戻っているとか、そうすると都市の側でお考えになられているコンパクトシティ

ーで非集約化するところとの関係はどうなっているのかとか、気になることが多々あります。横

展開の前に、人口が減少していく中で特に日本の都市の農地と宅地がかなり混在しているような

地域については、本当に人口が減少していくときにどんなライフスタイルで、どんな土地利用が

好ましいのか。ここでは田園居住と一言で言われているんですけれども、そういう本来のところ

に一回立ち返って、特にこれは国土交通省の中でもいろいろなところに関係しますし、当然、農

水省も関係するといったようなことで、ぜひしっかりと議論するような場をおつくりいただいて、

ちゃんと議論したほうがいいんじゃないかと思います。 

 スピーディーに政策を打ち出して、それを実施して横展開する一方で、少し立ちどまって、本

来はどうあるべきかをきっちり議論することも大事で、スピーディーさに重きにおくばかりに後

者がやや軽んじられているのではないかという懸念を覚えた次第です。 

 言葉足らずのところがありますけれども、以上でございます。 

【山野目分科会長】  青山委員が前回の会議で農地の問題に関してご発言いただいていて、本

日は残念ながらご欠席ですが、ただいま中井分科会長代理がおっしゃった農地付き空き家の問題、

青山委員あたりからもまた意見を伺ってみたいと感ずるところがございますから、事務当局にお

いて今日の議事の様子などをご欠席の委員にも共有していただければありがたいと感じます。 

 五十音順で中城委員、松尾委員という順番でご発言をお願いしてよろしいでしょうか。 

【中城委員】  ありがとうございます。私からは３点述べたいと思います。 

 １点目は土地取引制度です。空き地・空き家になってもなおそれを売らないということは、売
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りやすさ、買いやすさという意味から言うと、まだなおハードルが高い側面があるのではないか。

宅地建物取引業法は媒介制度を取引の安全・安心の中心にしておりますけれども、例えば高齢者

が、あるいはどういう状況でも土地・建物を売ることにかかわっている場合じゃないよ、ほかに

やりたいことがいっぱいあるという中で、どうしても順序が劣後していって、結果的に空き地・

空き家になる、あるいはどうしていいかわからないので売りに出すことにふんぎりがつかないと

いうふうなことも含めて、土地取引制度をもう少し幅広に考えることがあってもよいのではない

かというのが１点でございます。 

 ２点目は登記制度です。先ほど木村委員から登記の義務化というご指摘があって、私も同感で

ございます。これを登記制度の義務化をハードな改革とすると、登記制度のソフトな改革もあわ

せて考えるべきではないかと思います。先ほどの説明のとおり所有者不明土地で知事が利用権を

設定することも進んでおりますけれども、そういったことも登記簿で登記するとかということを

考えていくべきだろうと思います。つまり今の登記法では、登記できる権利が限定されています。

諸外国を見ると、例えばイギリスですと取引価格も登記していたりとか、売買のときの私的な土

地利用のルールも登記事項で転得者にも制約がかかる。ハワイのタイムシェアは経済の活性化に

大変貢献していると言われていますけれども、１年間５２週のうちの１週間分を登記できるとい

うような仕組みであるわけです。ことほどさようにハードの登記制度を見直すと同時に、登記内

容についてのソフトな見直しもあわせて行うとよいのではないかというのが２点目でございま

す。 

 ３点目は税制でございます。国富を失わない税制ということで、中長期に立った骨太のビジョ

ンの不動産関連税制、土地関連税制というものを考えるべきではないかと思います。税制はどう

してもテンポラリーに、時宜に対応しなければいけない側面もありますけれども、現状はむしろ

そちらのほうが優先していて、長く社会を考えるということがやや劣後しているように思います

ので、そのあたりのバランスをとることも必要かと思います。 

 以上です。 

【山野目分科会長】  ありがとうございました。地域福利増進事業の利用権は登記されません

が、引き続きの課題ということで、今、中城委員から貴重な問題提起をいただいたと受けとめま

す。ありがとうございます。 

 松尾委員、最後になってしまいましたが、よろしくお願いします。 

【松尾委員】  ありがとうございます。木村委員のご発言に始まりまして、お話を伺っており

ました。全く本当にそのとおりだと納得する点が多くございました。ですので、ほとんどお話し

することがないようにも思うわけですけれども、改めまして私から指摘したいことが２点ござい

ます。委員の方々のご発言と重なる部分もありますけれども、ご了承ください。 

 １つは、明治１５０年の土地制度改革を踏まえて、今何をなすべきかという現状認識をしっか

り持つべきだということを私も思いました。この１５０年を振り返って、次を考えるというアド

バンテージをフルに活用すべきであると。そういう観点から、明治時代に始まった土地制度改革

は完成してしまったわけでも、終わってしまったわけでもなくて、さまざまな経緯を経て現在ま

だ続いている、連続性の意識を持つことが重要ではないかと。したがって、連続性の観点からよ

かったこと、それから問題があったことについては率直に反省して、今日、局長の話にもござい
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ましたように、抜本的な改革を考える時期に来ていることを深く深く認識することが重要だと思

いました。 

 その上で、どういう視点があるかということですけれども、明治期の土地制度改革の最大の特

徴は、おそらく土地に私的所有権を認めて、取引の自由を認めたと。これは税制改正という大き

な目的があったわけですけれども、それとともに土地を商品化する、商品にして自由に流通させ

て、価格をつけて、そこから税金も取るし、経済も活性化させようという大きなチャレンジに乗

り出したと言えると思うんです。土地の商品化についてはかなり成功したのではないかと。土地

を資本にして金融制度を整えて、土地本位制と言われるような投資・金融システムもつくり上げ

た、それが高度成長の基盤にもなったという意味では成功したのではないか。 

 しかしながら、他方でその副作用も生じていて、土地を商品化して自由に売り買いできるとい

うことになりますと、土地を売る、売らない、どう使う、何を建てる、それは消費者の自由でし

ょうという意識が非常に大きくなってしまったというか、なり過ぎてしまった面もあるのではな

いかと。土地は商品性も持ちますけれども、もう一つの側面として、土地はかけがえのない国家

財産の１つでもありますので、公共の福祉からの、当然ながら政府の介入も必要だ、一種の市場

介入も必要だと。商品にするということは市場化するということですけれども、市場をコントロ

ールするという面ではまだ課題が残っていますねというのが、１５０年たっての今の認識ではな

いか。そのときに政府の介入のあり方として、市場介入のあり方として、今までは市場整備をサ

ポートするという政府の役割は非常に大きかったし、それでは非常に大きく成功していると思う

わけですけれども、本当にそれだけでよかったんだろうかと。つまり土地政策は基本的には市場

をうまく動かす、需給のバランスをとりながらうまく民間の力を発揮してという、そこは非常に

成功してきたと思うわけですけれども、それではまだ足りない部分があったのではないか。 

 翻って先進国としてあるべき土地制度って何だろうか、本当にそっちに向かっているんだろう

かという観点から思いますのは、土地をどのように利用するかとか、土地の使い方の決定権を持

っているのは本当に所有者だけなのか。それは国家ですかというと、おそらく先進国の土地制度

の１つの特徴は、土地の利用のあり方については地域社会が主体性を持って、利用計画もつくる

し、さまざまな規制もするし、それは国家の介入、中央政府の介入というよりは自分たちの自発

的な自己拘束というか、そういうものをつくり上げてきて、それを取りまとめるのも国家の役割

であるという仕組みをつくってきたと思われるわけです。 

 したがいまして、ある日突然、予想もしなかったような建物が近所に建つとか、高層ビルが近

くに建つとかいうことはあり得ない世界がつくられてきていると思うんです。そういう方向に行

くのはなかなか難しいと思うんですけれども、基本的な方向性としてはどういう方向に行くのか

を再確認すべき時期に来ているのではないかと。そういう観点からいたしますと、今日既にお話

にも出ておりますけれども、例えば市町村、地域コミュニティーとか、それに対してどれだけの

土地の利用とか計画について、権限や主体性を認めていくかということはグランドデザインとし

て必要だし、既にこの人口減少社会の中で、町、コミュニティー自体が崩壊しているところも少

なくありませんけれども、どうにかこうにか保っているところもございますので、既存のコミュ

ニティーの基礎調査と言うんですか、現状認識を踏まえて、そこを活性化していく。さまざまな

施策の実施主体やさまざまな資金も必要になりますけれども、それをフルに活用するという視点
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も重要ではないかと。今回の改正法にも出ております地域福利増進事業もそういう観点から意味

づけしていくこともできるのではないかと、そういうつなぎ方もあるかと感じた次第です。 

 以上です。 

【山野目分科会長】  ありがとうございます。大きく分けて７点、各委員からいただいたご意

見を踏まえて、本日の議事を振り返っておきたいと考えます。 

 １番目は、土地白書の準備のためにしていただいた意識調査は大変なご苦労がおありであった

と感じますが、本日の審議の１つのハイライトであって、よかったのではないかと感じます。望

月委員、熊倉委員、飯島委員からご言及をいただき、ほかの委員からも関心をいただきました。

事務局におかれて、これからご検討いただくことですけれども、これは１年ぽっきりの花火みた

いにしないで、できれば続けていただくとありがたいと望みます。またご検討いただければと思

います。 

 ２つ目は、土地所有権の放棄、さらにその発展において見えてくる政策課題、たとえばランド

バンクのような課題について、木村委員、熊倉委員からご指摘をいただきました。秋に引き続き

審議をしなければいけない土地政策分科会の特別部会において、このことについて何かを考えて

いくことは避けられないものであろうと予測します。 

 ３点目といたしまして、土地情報基盤の整備にかかわるお話をいただきました。木村委員から

は個人番号という言葉、概念を挙げて、それの活用というお話をいただきましたし、田村委員か

らは被災地台帳と関連して機能すべき土地台帳のお話があったことは、土地情報基盤の整備にか

かわることではないかと感じます。 

 ４点目でありますけれども、不動産登記制度の見直しに関して幾つかご指摘をいただきました。

登記手続に要する経済的な負荷の問題も含めて、木村委員、中城委員、それから終活という言葉

に言及していただいて、田村委員からもお話をいただきました。 

 それから５点目、地域福利増進事業は１つのアイデアとして注目していくべきであるけれども、

これを現実に動かしていくときには、各地域がどのように受けとめるかということをもっと考え

て、コーディネートのことを考えなければいけないという、大きくくくるとその観点からのお話

を池邊委員、保井委員、中井分科会長代理からいただいています。 

 ６点目ですけれども、以上の全体にかかわることですが、土地基本法の改正とか、土地所有者

の責務といったお話について、熊倉委員、木村委員からお話をいただきました。松尾委員からご

指摘いただいた明治以来の私的所有権のあり方というお話もこれにかかわるものであろうと感じ

ます。 

 ここまでほとんどの事柄、いただいたご意見が秋口の土地政策分科会特別部会の審議や、今国

会において成立が期待されるところの所有者不明土地の特別法案の実施運用にかかわることであ

ったと受けとめますから、当該特別部会に今日の審議のご様子をお伝えいただきたいと考えます

し、事務当局において、引き続き制度運用についてお取り組みをしていただきたいと考えます。 

 ７点目でございますけれども、八野委員から都市と地方の観点というお話をいただきました。

八野委員からのご指摘の趣旨を踏まえて言えば、本日あまりご議論をいただく時間はありません

でしたけれども、地籍整備や不動産市場整備との関係でも、都市にふさわしいことと、地方にふ

さわしいこととは政策を分けて考えなければいけない局面があることは既に両課長からのご説明
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の中にも示唆があったように感じ、お話が響き合う部分もあるだろうと感じますから、引き続き

施策の構築に当たってご検討いただければと思います。 

 各委員からいただいたご発言を通じて、事務当局に対する質問はなかったと認識していますけ

れども、実はこれはすごいことであると私は考えます。国の審議会というのは大体、調査審議の

雰囲気がだれてくると、事務当局に対し「ちょっと伺いたいのですが」と始め、ほとんどその応

酬で終わってしまいがちですけれども、本日は事務当局に対するお尋ねがなくて、各委員からそ

れぞれ高いレベルのご高見をいただいたと感じます。この分科会の審議の水準の高さと委員の皆

様方の熱心さが伝わる１つのあらわれではないかと受け止めます。 

 議事の（２）につきまして、委員の皆様から貴重なご意見をいただきまして、これをもって了

とさせていただきたいと考えます。内容にわたる議事を了しましたから、事務局でご進行いただ

くようにお願いいたします。 

【益本企画専門官】  山野目分科会長、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日予定していた議事は全て終了いたしました。 

 なお、本日の資料のうち土地白書に関する資料につきましては、６月上旬に予定しております

閣議決定後に公表することとなりますので、それまで資料の取り扱いにつきましてはご留意いた

だけますようお願いいたします。また、議事録につきましても、閣議決定後の公表となりますの

で、ご了承ください。本日お配りしました資料につきましては、お席に置いておいていただけれ

ば、後ほど事務局よりお送りいたします。 

 委員の皆様におかれましては、本日は貴重なご意見を賜り、また熱心なご審議をいただきまし

てまことにありがとうございました。 

 以上をもちまして終了いたします。 

 

 

―― 了 ―― 


